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株主優待制度の新設に関するお知らせ 

 

当社は、平成 20 年３月６日開催の取締役会において、株主優待制度の新設について下記のとお

り決議いたしましたのでお知らせいたします。 
 

記 
 

１．株主優待制度新設の目的 
株主の皆様の日頃のご支援にお応えするため、当社店舗をご利用いただくことにより、当社事

業をより一層ご理解いただき、中長期的に当社株式を保有いただける株主様の増加促進を図るこ

とを目的としております。 
 

２．株主優待制度の内容 
(1) 対象株主 

毎年５月 20 日現在の当社株主名簿および実質株主名簿に記載または記録された株主様の

うち、１単元（100 株）以上ご所有の株主様を対象といたします。 
(2) 優待内容 

 当社店舗をご利用いただけ

る株主様 
当社店舗をご利用いただけな

い株主様 
１単元（100 株）以上５

単元（500 株）未満 
2,000 円相当の北陸地方名産

品の贈呈 
５単元（500 株）以上 10
単元（1,000 株）未満 

3,000 円相当の北陸地方名産

品の贈呈 
10 単元（1,000 株）以上 

当社店舗でお買い物いただ

くと、お買い上げ金額から

５％の割引を受けられる

「株主優待カード」の贈呈 

5,000 円相当の北陸地方名産

品の贈呈 
※「株主優待カード」および「北陸地方名産品」の詳しい内容につきましては、定時株主総

会の招集通知発送時（７月下旬頃）にお知らせいたします。 
 

３．実施開始時期および方法 
平成 20 年５月 20 日現在の株主名簿および実質株主名簿に記載または記録された１単元

（100 株）以上ご所有の株主様に、８月に開催される当社定時株主総会終了後に株主様のご

希望を確認したうえで、「株主優待カード」あるいは「北陸地方名産品」を送付いたします。 
 

以上 


